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は　し　が　き

相続に関する講演・セミナーの依頼を受けることが少なくないが、そ
の際、常に好評を得ているテーマとして、「多数の相続人・疎遠な相続
人との遺産分割」があげられる。著者の法律事務所では、相続人が 10
名前後の相談・依頼は通常となっており、20名を超えるケースも珍し
くない。相続人多数の遺産分割に対するニーズは高い。
本書は、著者の経験を踏まえ、多数の相続人・疎遠な相続人がいる場
合の遺産分割を確実かつ円滑・迅速に解決するための実務上の方策と工
夫を紹介・提案することを目的としている。解説にあたっては、具体的
な事例を設定し、被相続人の配偶者の立場から同事例を解決していく形
をとった。序章において事例を設定し、初回法律相談（第 1章）、遺産
分割に先立つ調査（第 2章）、遺産分割協議（第 3章）と調停手続（第 4章）
それぞれの実際といったように、時系列にしたがった構成とした。また、
協議ができない場合の対応方法（第 5章）と遺産分割成立後の不動産登
記手続や税務等（第 6章）についても取り上げ、第 7章では兄弟姉妹な
いしは子の立場に立った場合の注意点にも触れている。
本書の構成にしたがって順に読み進めることで、相続人が多数・疎遠
な場合に限らず、広く遺産分割全般の解決方法として参考になればと期
待している。また、遺産分割の流れを短時間で確認するため、事例部分
のみを拾い読みするといった利用方法も想定している。なお、法改正に
関する事項等については、「補足解説」を設けた。
相続人が多数となる場合、遺産分割の解決に手間がかかるのは事実で
あるが、「やり方」さえ間違わなければ解決しやすい面も有している。
本書がその「やり方」を提案するものとなれば幸いである。
執筆にあたっては、多くの税理士・司法書士の皆様からご教示とご示
唆をいただいた。また、出版にあたっては、学陽書房の大上真佑氏にご
尽力をいただいた。この場をお借りし、心から感謝申し上げる。
令和 5年 4月
 狩　倉　博　之　
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2

遺産分割における
近時の傾向と本書の目的

1 多数の相続人・疎遠な相続人との遺産分割
相続人が複数いる場合、遺産は共有とされ（民法 898条 1項）、各相

続人はその相続分に応じて共有持分を有する（同条 2項）。遺産分割とは、
共有状態となっている個々の遺産の帰属を確定させる手続である。遺産
分割をめぐる紛争は、引き続き増加しており、その事実関係と法的問題
は複雑化している。特に、相続人が多数で、その関係性が希薄なケース
に関する相談・依頼が増えており、従来から存在し、解決がされないま
まとなっていた多数の相続人・疎遠な相続人との間の遺産分割が顕在化
してきているように感じる。
多数の相続人・疎遠な相続人がいる場合、相続人の存在・所在が明ら

かではなく、遺産分割について協議しようにも、どのようにして連絡を
とればよいかがわからない場合もあり、遺産分割に困難がともなうこと
が少なくない。

2 事例を通じた具体的な理解
本書では、多数の相続人・疎遠な相続人が登場する事例を設定して、
同事例を解決していく過程を具体的に示すことで、多数の相続人・疎遠
な相続人がいる場合の遺産分割の進め方を提案するものである。また、
その前提として、遺産分割に関する基本的知識を整理し、相続人の多寡
にかかわらず、遺産分割事件の解決までの流れと解決方法を理解しても
らうことを目的としている。

2

3序章　多数の相続人・疎遠な相続人がいる場合の遺産分割

多数の相続人がいる場合
の特徴

1 相続人が多数となる原因
少子化が問題となっており、子のない夫婦も珍しくない。子のない夫

婦の一方が死亡した場合、残された配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続
人となるが、父母の一方を異にする兄弟姉妹（いわゆる「半血兄弟姉妹」）
が存在したり、代襲相続人が存在したり、さらには被相続人の死亡後、
遺産分割が済まないうちに兄弟姉妹の一部が死亡し、二次相続が発生し
たりすることで、遺産分割の当事者が多数となる。また、その関係性は
希薄であることが少なくない。
このような場合、①相続人の居住地が広範囲に及び、②相続人の存在・

所在が明らかでない場合があり、③高齢な相続人や、④相続に関心のな
い相続人がおり、遺産分割の成立を困難にさせている。

2 遺産分割の成立にプラスとなる要因
多数の相続人・疎遠な相続人がいる場合、前記のとおり遺産分割の成

立を困難にさせる要因となる一方で、配偶者を除いては、個々の相続人
の相続分は少額に留まることが一般的で、遺産を取得することや取得す
る遺産の多寡に関心がない相続人が少なくないため、分割案に同意を得
やすい面があるともいえる。調査と相続人に対する対応を適切に行うこ
とで、確実に解決できる事件類型ともいえるのである。
多数の相続人の存在から遺産分割への着手を躊躇しているケースを目

にするが、そのままにしておくと相続人はさらに増え、より疎遠となっ
てしまう。大切なのは遺産分割の内容と進め方であり、思い立った時点
で速やかに分割手続に着手すべきてある。
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相続人への初回通知

本章以下では、遺産分割の具体的な進め方について解説していく。本
書では、紙幅の都合上、相続人が 10名程度の事例を設定しているが、
それ以上に相続人がいる場合でも、人数が増えることにより時間及び手
間が余計にかかることを除いては、進め方や協議の方法、取り付ける書
面等は基本的に変わらない。多数の相続人・疎遠な相続人との遺産分割
の基本形として、より多数の相続人がいる場合にも活用できるはずであ
る。
また、解決までの流れは、相続人が少数の場合にも妥当するものと思

われ、広く遺産分割全般に応用可能な解決方法の一つとして、参考にし
てもらいたい。

ステップ4 …… 相続人への初回通知
Ｋ弁護士は、Ｘ以外の相続人（代襲相続人・二次相続の相続人を含む）

に対し、Ｘの依頼によりＹの遺産の分割協議を代理することになっ
たことを通知し、Ｙの遺産を相続する意思があるか否かを確認する
ため、同相続人全員の住民票上の住所に宛てて、次頁【書式１】記
載の「ご通知」を発送した。
「ご通知」では、被相続人が死亡したこと、妻であるＸは被相続人
の相続人であることを述べたうえで、遺産目録を添付して遺産の内
容を明らかにし、遺産分割の必要があることを述べた。そのうえで、
相続分を有する者の人数と通知の相手方である相続人それぞれの相
続分の割合を通知し、遺産の取得（相続）を希望するか否かについて、
Ｋ弁護士宛に連絡をもらいたい旨お願いする内容になっている。

61第３章　遺産分割協議の実際

［書式1］　通知文例

ご　通　知

令和 5年 4月○日
亡　Ｙ　様相続人 1　各位

横浜市中区〇〇町○丁目○番地
〇〇ビル○階
Ｋ　法律事務所
電　話○○○ -○○○ -○○○○
ＦＡＸ○○○ -○○○ -○○○○
Ｘ　代理人
弁護士　　　　Ｋ　　　　　印

　突然のご連絡誠に失礼をいたします。
　亡　Ｙ　様（以下「被相続人」といいます。）の妻である　Ｘ　（以
下「通知人」といいます。）を代理してご通知申し上げます。
　被相続人は令和３年６月２日に死亡されましたところ、通知人は
被相続人の相続人となります 2。
　通知人が承知しております限りで 3、被相続人には別添「遺産目
録」4（省略）記載の遺産が存在しており、遺産分割がされないまま
になっておりますので、被相続人の相続人の間で遺産分割を行う必
要があります。
　被相続人の遺産に対し相続分を有する方々 5は、通知人のほか、
相続人である兄弟姉妹様３名と代襲相続人である甥姪様４名に加
え、被相続人の死亡後に死亡された被相続人のお姉様のお子様３名
（お姉様の相続人）の 10名がおられ、通知人を含め合計 11名とな
ります。
　妻である通知人の法定相続分は４分の３となりますので、残りの
４分の１を他の皆様が相続されることになり 6、〇〇様が有してお
られる相続分は○分の○となります 7。
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